
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第３０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年２月２７日 １６時３０分ごろ 

発生場所 香川県高松市稲毛
い な ぎ

島北方沖（備讃瀬戸東航路内） 

 高松市所在のカナワ岩灯標から真方位０６６°１,４５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２５.６′ 東経１３４°０８.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年３月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第十一豊栄
ほうえい

丸、４１４トン 

   １３６５５１、豊栄建設株式会社 

Ｂ はしけ 東進
とうしん

、約４,２６６トン 

   なし、豊栄建設株式会社 

Ｃ 漁船 新栄
しんえい

丸、４.９トン 

   ＫＡ３－２５８５５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級海技士（航海） 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

Ｃ 右舷船尾部に破口を伴う擦過傷、船尾やぐらに曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、砂約３,７００ｍ3 を積載して

満載状態のＢ船を船首に結合して押船列（以下「Ａ船押船列」とい

う。）を構成し、約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で備讃瀬戸東航路を東南東進中、船長Ａが、瀬戸大橋を過ぎた辺りで

昇橋した後、船橋内に置かれた椅子にもたれて立った姿勢で単独の船

橋当直に当たった。 

 船長Ａは、目視で前方にＣ船を認め、１.５海里レンジとしたレー

ダーで動静を監視したところ、約２００～３００ｍの距離を隔ててＣ

船の右舷側を航行できると思い、翌日の作業などについて、約１０分

間電話で荷主と打合せを行い、通話を終えて前方を見たところ、左舷

船首至近にＣ船を認めて右舵を取ったが、平成２５年２月２７日１６

時３０分ごろ、稲毛島北方沖において、Ｂ船の左舷船首部とＣ船の右

舷船尾部とが衝突した。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路

内で船首を東南東へ向けて約１.７kn の速力でえい
．．

網中、船長Ｃが、



 

操舵室内で腰を下ろして前方を見ながら、操船を行っていたところ、

Ｂ船とＣ船とが衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の末期、潮高 約８２cm 

日没時刻：１７時５８分ごろ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路を東南東進中、船長

Ａが、Ｃ船と距離を隔てて航行できるものと思い、荷主と電話で打合

せを行っており、見張りを行っていなかったことから、Ｂ船の左舷船

首部とＣ船の右舷船尾部とが衝突したものと考えられる。 

 Ｃ船は、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路において、えい
．．

網しながら

東南東進中、船長Ｃが、操舵室で腰を下ろして前方を見ており、周囲

の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、稲毛島北方沖の備讃瀬戸東航路において、Ａ船押船列が

東南東進中、Ｃ船がえい
．．

網しながら東南東進中、船長Ａが見張りを行

っておらず、また、船長Ｃが周囲の見張りを適切に行っていなかった

ため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・前方に操業中の漁船などを認めたときは、安全に通過するまで動

静を確認すること。 

・操業中であっても周囲の見張りを怠らないこと。 

 


